
12月1日号

DEC 2011 5東日本大震災義援金へご協力をお願いいたします。両庁舎・各公民館ほかで義援金箱を設置しています。

◆高齢者支援課 　保 （札０４２－４３８－４０２８）

西東京市の高齢者保健福祉の考え方や施策の方向性などを具体化するために、「高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画（第５期）（平成２４年度～平成２６年度）」を策定します。このたび、計画素案
を取りまとめましたので、ご意見を募集します。

策定趣旨

１２月１日昭から、情報公開コーナー（両庁舎１階）、各老人福祉センター、福祉会館、市　HP 閲覧方法
市内在住・在勤・在学の１８歳以上の方、市内に事業所がある法人、または団体対象
１２月１日昭～３１日松（必着）※直接持参の場合は、２８日昌まで提出期間
①直接持参　②郵送（〒２０２－８５５５　市役所高齢者支援課）　③ファックス（胃０４２－４３８－２８２７）　
④市　HP から提出方法

①１２月１６日晶午後２時～３時３０分・西原総合教育施設　②１２月１６日晶午後７時～８時３０分・下保谷
福祉会館　③１２月１７日松午後２時～３時３０分・防災センター６階　④１２月１７日松午後６時～７時３０
分・田無庁舎市民会議室　※当日直接会場へ（車での来場はご遠慮ください）

説明会

平成２４年３月公表予定日

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画第５期（素案）
皆さんのご意見をお寄せください

◆道路管理課 　保 （札０４２－４３８－４０５５）

人命尊守の理念に立って、市民が安全で安心し
て生活できる交通事故のない「まち」を実現する
ため、総合的な交通安全計画を策定しています。

策定趣旨

１２月１日昭から、情報公開コーナー（両庁舎１
階）、市　HP 閲覧方法

市内在住・在勤・在学者、市内に事務所または
事業所がある法人、または団体対象

１２月１日昭～１６日晶提出期間
①直接持参　②郵送（〒２０２－８５５５　市役所道路
管理課）　③ファックス（胃０４２－４３８－２０２２）　
④市　HP から

提出方法

平成２４年３月公表予定日

西東京市交通安全計画（素案）

※意見提出には、住所・氏名の記載が必要です。匿名意見は受け付けませんので、必ずご記入ください。
※ご意見には個別に回答しません。

市　の　検　討　結　果お寄せいただいた意見の概要

今後、本計画に基づき、現在の田無庁舎の用地、現在の保谷庁舎の用地、ほかの新たな用地の３つの方向
性について、これまでの調査・研究の内容を精査しつつ、各パターンのメリット・デメリットの詳細分析
などを行っていく中で、いただいたご意見も参考とさせていただきます。

本庁舎について、安易に田無庁舎に統合することは避けて
ほしい。旧保谷地域の市民にとって不便になる。【３件】本庁舎・

出張所 本庁舎の統合については、交通の利便性などから田無庁舎
の位置が最適と考える。【３件】

図書館については、本計画にも記載した蔵書数の課題を含め、改善の余地のある部分はまだあるものと認
識しています。今後、本計画に基づく取り組みなどを通じて、図書館ネットワーク全体のサービス向上に
努めていきます。

西東京市の図書館は、施設数も多く利便性も良い点で、市
民の期待に応えていると思うが、スペースが狭く、蔵書数
も多くないなど、改善すべき点もある。学習テーブルの設
置や読書スペースの確保など、一層の配慮が期待される。

図書館

小学校区内に児童館があるかないかにかかわらず、公民館や市民交流施設の中にも子どもたちの居場所と
して機能しているところがあることは承知しています。今後、本計画に基づき、個別分野の具体的な検討
を進めていく中で、そうした部分についても慎重に検証し、児童青少年の居場所の確保に留意しながら対
応していく考えです。なお、これに関連する記述を、児童館の項に追記します。

小学校区内に児童館がない地域では、公民館のロビーなど
が子どもたちの居場所となっている。配置見直しを検討す
る公民館、地区会館などについては、利用率に表れていな
いこうした機能について慎重に検証してもらいたい。

公民館
本計画に掲載した各種データは、現状分析の一端として客観的データの特徴を整理することにより、検討
課題の抽出、検討対象の絞込みなどを行うことを目的として活用した基礎情報であり、それらのみで具体
的な結論を決定することは考えておりません。今後の詳細検討に当たっては、数値データの高低を生んだ
要因などについて考察・分析していく考えであり、その旨を本計画中に追記します。

公民館の利用率が低いと指摘されているが、なぜ低いのか
を考え、利用率を上げる努力をすることが第一である。ま
た、職員配置、交通の便、地域の特色など、考慮すべきこ
とはたくさんあるはずだ。【６件】

この１０年間において、公民館利用者数は減少傾向にあり、一方で市民交流施設の利用者数は増加傾向にあ
ることを受けて、ニーズの動向を踏まえた施設資源の再配分について検討する必要があるとの考えもあっ
て提起したものであり、単純に２公民館が近いことのみを理由に検討対象事案としたものではありません。

谷戸公民館・ひばりが丘公民館が近いからといって市民交
流施設に転換するというのは短絡的ではないか。

市民交流施設については、今後とも市民に最も身近な施設として分散配置することを基本とする考えで
す。ただし、借上げにより運用している施設をはじめ、今後の施設のあり方を検討することが必要な施設
もあると認識しています。

市民交流施設について、現在あるものをなくすのは絶対に
やめてほしい。市民

交流施設
市民交流施設は小学校区ごとに配置する必要がある。

小規模小学校の集中地域における学校統廃合については、児童数や地域的な近接状況、学校施設全体の更
新需要の高まりなどを総合的に捉えた上で検討課題としたものです。
検討の結果として統廃合を推進する方向となった場合には、地域協議会の設置などにより、保護者や学校
関係者をはじめとする地域住民の皆さんと丁寧な対話をしていく考えです。

小規模小学校の集中地域における学校統廃合について、児
童数だけの問題で決定しないでもらいたい。学校の統廃合
は、地域住民や学校関係者への十分な説明と納得が必要な
問題である。

小学校・
中学校

児童館には、児童虐待の防止や子どもたちの居場所づくりなどの機能充実も期待されており、それらに応
えていく必要があると考えています。しかし、本市の厳しい財政状況を考慮すると、ほかの施策分野にお
けるニーズにも応えながら、将来世代に過度な負担を積み残すことなく、児童館について機能の充実と施
設数の維持とを両立することは、残念ながら困難と考えています。
市民の皆さんから負託を受けた限りある財源を、多様な市民ニーズに応じてさまざまな施策・事業に適切
に配分していくことは、行政の非常に重要な機能であると認識しており、予算・財政上の課題を、ご意見
にあるように「単に予算の都合」として済ますことはできないことをご理解ください。

みどり児童センターの廃止が計画されているが、市内に数
多く児童センターがあることにより、西東京市は子育てし
やすい街と評価されているのに、単に予算の都合で廃止す
るのは納得できない。

児童館

サービスの拡充については、利用ニーズや国・都による補助制度の動向などを注視しながら、持続可能な
サービスとなるよう、利用者負担の問題も合わせて検討していく考えです。

夜間における時間延長、学校休業日における開所時間の前倒し
等のニーズへの対応について、ぜひ実現してほしい。【２件】

学童
クラブ

保育園における面積基準の緩和については、市としても慎重な考えです。待機児童解消のため保育サービ
スの供給が必要ですが、既に本市の公立保育園数は多摩地区のトップクラスであること、多摩地区の保育
園の約３分の２は私立保育園であることなどを踏まえ、今後はさまざまな民間活力による対応を基本とし
ていく考えです。

保育園について、国は面積基準の緩和を認めたが、今でも
かなり狭いと聞く。公立保育園の増設が必要である。保育園

今後、本計画に基づき、具体的な検討を進めていく中で、障害者福祉センターの機能を精査し、福祉会館
との合築による相乗効果などにも留意してまいります。

保谷障害者福祉センターの移転については、老人福祉施設
と合同にすることで、バリアフリーの障害者施設として地
域に開かれることを期待する。

障害者
福祉施設

住吉町第二市民集会所を消費者センター内に組み込むことは、消費者団体以外の市民の利用を排除するこ
とになるため、ご要望にお応えすることは極めて困難と考えています。

現在の消費者センターは部屋数も少ないため、３階の集会
所も消費者センターの管理下におくことは検討できないか。

消費者
センター

公共が提供するサービスであっても、利用する方と利用しない方との公平性などの観点から、利用者に対
し一部の費用負担を求めることが適当な場合もあるものと認識しており、現に、文化施設・スポーツ施設・
エコプラザ西東京・学校施設の一部などは以前からそうした運用となっています。これらを踏まえ、本計
画では、現在は無料となっている施設についても、改めて検討すべきと提起したところであり、現時点で
何らかの方針を決定したものではありません。
受益者負担の導入の是非は、今後も設備投資が見込まれる公共施設の事業経営における収入の問題であ
り、支出との両面から考える視点も必要であることを認識しながら検討していく必要があると考えています。

計画の中で「受益者負担」という文言が再々掲げられてい
るが、そもそも公共施設は当然に「受益者」である市民の
税金によって建設されており、既に負担はされている。さ
らに「受益者負担」を求めることで、経済的理由による不
公平が生じるようでは、そもそもの「公共施設の適正配置」
になじまない。【２件】

計画全般

本計画は、第１章「計画の位置づけ」に記載のとおり「公共施設の適正配置に向けた今後の全体的な取組
の骨格をまとめたもの」であり、個別具体的な詳細検討は、今後、分野・事案ごとに行っていく考えです。
今後、本計画に基づき、個別課題の具体的な検討を進めていく中で、それぞれの事案に適した形で、対象
施設の利用者や周辺住民などへの説明や意見聴取を適切に行ってまいります。

この計画にあげられた公共施設は、市民の重大関心事であ
り、利用者にとっては生活の一部である。市民の意見をも
っと丁寧に聴いてもらいたい。【３件】

その他 それぞれの地域のことをよく考え、説明会を重ね、皆が納
得できる計画となるよう努めてもらいたい。【３件】
内容が広範にわたるため、総括的な意見交換だけでなく、分
野・地域を区分した検討会を開催してもらいたい。【２件】

 寄せられた意見の概要や市の検討結果をお知らせします
    公共施設の適正配置等に関する基本計画（素案）                                      　◆企画政策課 　田 （札０４２－４６０－９８００）
【公表日】１１月１６日昌　　【意見募集期間】８月２３日昇～９月２６日捷　　【意見件数】２７９件（７２人）  ※下記の一覧表は、市民の皆さんから
お寄せいただいた意見を要約し、市の考え方をまとめたものの一部です。市　HP では全件ご覧になることができます。

「公共施設の適正配置等に関する基本計画」を策定しました。
　市の公共施設については、現在の施設配置状況のままで維持管理コストを負担し続け、さらには老朽化などに対応する改修･更新コストも捻出すると
した場合、市財政に極めて大きな負担であり、行財政運営への深刻な影響が懸念されます。そのため、市では公共施設の適正配置に向けた今後の全体
的な取り組みの骨格をまとめた基本計画を策定しました。今後、本計画に基づき、各分野・事案ごとに具体的な検討を進めていきます。
　なお、市　HP のほか、情報公開コーナー（両庁舎１階）および企画政策課（田無庁舎３階）にて公開しています。 ◆企画政策課 　田 （札０４２－４６０－９８００）


